
◆農業振興地域制度の概要

農業振興地域制度においては、「農業振興地域の整備に関する法律」（「農振法」）に基づ

き、県が、経済的社会的条件や地形等の自然条件などを踏まえて、総合的に農業の振興を図る

ことが必要と認められる地域を「農業振興地域」として指定し、ほ場整備や農業用施設の整備

等の農業振興施策を重点的に行っていくこととしています。（※県が指定）

丹波篠山市においては、市中心部やJR篠山口駅周辺を除き、ほぼ全ての土地が「農業振興地

域」に指定されています。

県が「農業振興地域」として指定した土地のうち、市町は、集団的農地やほ場整備済みの農

地等といった将来にわたり保全すべき優良農地を「農用地区域」として市の農業振興地域整備

計画により定めています。（※市が指定）

この「農用地区域」については、農業振興施策が重点的に実施されますが、農地転用は原則

禁止されています。

丹波篠山市においては、市内約4,500haの農地のうち、約3,465haが「農用地区域」にあたり

ます。

「農業振興地域」とは…

「農用地区域」とは…
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農業委員会、農協、土地改良区、

森林組合からの意見聴取

「農用地区域」からの除外について

「農用地区域」からの除外は、原則としてできませんが、農家住宅の建築など必要性・緊急性

が高い案件は、農振法第13条第2項に定める６つの要件をすべて満たし、その他法令（農地法、

都市計画法等）の許可が得られる見込みのある場合に限り、除外することも可能となっています。

★農用地区域からの除外６要件
①必要性・緊急性があり、農用地区域外の土地をもって代えることが困難であること。
②地域計画の達成に支障が生じないこと。
③農地の集団化や農作業の効率化など、農業上の土地利用に支障が生じないこと。
④農用地の利用の集積に支障が生じないこと。
⑤土地改良施設（用排水路、農道、ため池など）の機能に支障が生じないこと。
⑥土地改良事業を行った区域内の土地の場合、事業の実施後８年以上が経過していること。

農業振興地域整備計画の変更の流れについて

丹波篠山市 兵庫県

申請の受付（年２回）

３～４月受付 または ９～１０月受付

関係部局、農業委員会との事前調整

★農業振興地域整備促進等協議会

⇒変更可否の判断

県の検討会議（事前相談）

⇒変更可否の判断

「可」と判断

計画変更案の公告・縦覧、

住民意見提出期間（30日間）

計画変更案の異議申出期間

（15日間）

計画の変更決定・公告・縦覧

⇒事業者へ通知

「可」と判断

県へ計画の変更協議書の提出

⇒変更可否の判断

「可」と判断

※全ての手続きが完了するまでに

おおむね半年以上必要となる。

　


